
役員退職慰労金支給規程 

 

 

（目的） 

第１条  この規程は、財団法人北海道労働保健管理協会（以下「協会」という。）の

役員の退職慰労金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（適用の範囲） 

第２条  この規程は、常勤役員（職員に準じて勤務する役員及び 1 週間のうち決ま

った曜日に勤務する役員をいう。）に適用する。 

2  退職慰労金は、役員として円満に勤務し、任期満了、辞任又は死亡により退

職した者に支給する。 

3  次の各号のいずれかに該当するときは、会長は退職慰労金を減額し、又は支

給しないことができる。 

（1）  退職に当たり、所定の手続及び事務処理等をせず、協会の事業運営に重大

な支障をきたした場合。 

（2）  退職に当たり、協会の社会的信用を傷つけ、又は在任中知り得た協会の機

密を漏らし、協会に損害を与えた場合。 

（3）  寄附行為の規定に基づき、役員を解任された場合。 

（4）  その他前各号に準ずる行為があり、減額又は不支給を適当と認めた場合。 

（支給基準） 

第３条  退職慰労金は、次の各号の計算方法により算出した額の合算額とする。 

（1）  退任時の報酬月額×別表に定める退職手当金支給率 

（2）  退任時の報酬月額×在任年数×役位係数 

 役位係数は次のとおりとする。 

 会  長 ２．０ 

 副 会 長 １．６（会長が非常勤の場合は１．８） 

 専務理事 １．４（会長並びに副会長が非常勤の場合は１．６） 

 常務理事 １．２ 

 理  事 １．０ 

 監  事 １．０ 

（在任期間の計算） 

第４条  役員の在任年数は、役員就任の月から退任又は死亡の月までとする。 

2  在任年数は 1 年単位とし、1 年未満の端数があるときは月割計算とし、1 月未

満の端数は 1 月に切り上げるものとする。 

3  年度中に役位に異動が生じたときは、異動の月から新しい役位を適用する。 

（特別功労金） 

第５条  会長は、在任中特に功績顕著と認められる役員に対し、理事会の同意を経

て、第 3 条により算出した退職慰労金を基準に、その 30％を超えない範囲内

で特別功労金として別途支給することができる。 



（退職慰労金の支払） 

第６条  この規程による退職慰労金、特別功労金は、完全に引継ぎ事務が終了し、

かつ、協会に対して債務のある場合は、その債務を返済した者に対して、以

後原則として 2 月以内に支払うものとする。 

（経過措置） 

第７条  この規程（以下この条において「本規程」という。）の施行の日に在任して

いる常勤役員が退職するときに、本規程第 3 条の規定による退職慰労金の額

が、次の各号の合算額に満たない場合は、当該合算額による。 

（1）  附則第 2 条に置く廃止前の常勤役員退職手当金支給規程（以下「旧規程」

という。）第 3 条第 1 号に規定する従前の例により算出して得た額 

（2）  本規程の施行の前日に退職したものとみなし旧規程第3条第2 号に規定す

る従前の例により算出して得た額及び本規程の施行の日に新たに役員に就

任したものとみなし本規程第3条第 2号の規定により算出して得た額の合計

額 

（改廃） 

第８条  この規程を改廃する場合は、理事会の議決を経て行うものとする。 

（協議事項） 

第９条  この規程に定めのない事項については、理事会において協議し、会長が決

定するものとする。 

 

 

附則 

（施行期日） 

第 1 条 この規程は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

（常勤役員退職手当金支給規程の廃止） 

第 2 条 常勤役員退職手当金支給規程（平成 8 年 12 月 4 日施行）は、廃止する。 



常勤役員退職手当金支給率 

 

月

年 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1.000 1.083  1.167 1.250  1.333 1.417  1.500 1.583  1.666 1.750  1.833 1.916  

2 2.000 2.083  2.167 2.250  2.333 2.417  2.500 2.583  2.666 2.750  2.833 2.916  

3 3.000 3.083  3.167 3.250  3.333 3.417  3.500 3.583  3.666 3.750  3.833 3.916  

4 4.000 4.083  4.167 4.250  4.333 4.417  4.500 4.583  4.666 4.750  4.833 4.916  

5 5.000 5.133  5.267 5.400  5.533 5.667  5.800 5.933  6.066 6.200  6.333 6.466  

6 6.600 6.692  6.783 6.875  6.966 7.058  7.150 7.241  7.333 7.424  7.516 7.608  

7 7.700 7.792  7.880 7.975  8.066 8.158  8.250 8.341  8.433 8.524  8.616 8.708  

8 8.800 8.892  8.983 9.075  9.166 9.258  9.350 9.441  9.533 9.624  9.716 9.808  

9 9.900 9.992  10.083 10.175  10.266 10.358  10.450 10.541  10.633 10.724  10.816 10.908  

10 11.000 11.183  11.367 11.550  11.733 11.917  12.100 12.283  12.466 12.650  12.833 13.016  

11 13.200 13.300  13.400 13.500  13.600 13.700  13.800 13.900  14.000 14.100  14.200 14.300  

12 14.400 14.500  14.600 14.700  14.800 14.900  15.000 15.100  15.200 15.300  15.400 15.500  

13 15.600 15.700  15.800 15.900  16.000 16.100  16.200 16.300  16.400 16.500  16.600 16.700  

14 16.800 16.900  17.000 17.100  17.200 17.300  17.400 17.500  17.600 17.700  17.800 17.900  

15 18.000 18.233  18.467 18.700  18.933 19.167  19.400 19.633  19.866 20.100  20.333 20.566  

16 20.800 20.908  21.017 21.125  21.233 21.342  21.450 21.558  21.666 21.775  21.883 21.991  

17 22.100 22.208  22.317 22.425  22.533 22.642  22.750 22.858  22.966 23.075  23.183 23.291  

18 23.400 23.508  23.617 23.725  23.833 23.942  24.050 24.158  24.226 24.375  24.483 24.591  

19 24.700 24.808  24.917 25.025  25.133 25.242  25.350 25.458  25.566 25.675  25.783 25.891  

20 26.000 26.283  26.567 26.850  27.133 27.417  27.700 27.983  28.266 28.550  28.833 29.116  

21 29.400 29.517  29.633 29.750  29.866 29.983  30.100 30.216  30.333 30.449  30.566 30.683  

22 30.800 30.917  31.033 31.150  31.266 31.383  31.500 31.616  31.733 31.849  31.966 32.083  

23 32.200 32.317  32.433 32.550  32.666 32.783  32.900 33.016  33.133 33.249  33.366 33.483  

24 33.600 33.717  33.833 33.950  34.066 34.183  34.300 34.416  34.533 34.649  34.766 34.883  

25 35.000 35.333  35.667 36.000  36.333 36.667  37.000 37.333  37.667 38.000  38.333 38.666  

26 39.000 39.125  39.250 39.375  39.500 39.625  39.750 39.875  40.000 40.125  40.250 40.375  

27 40.500 40.625  40.750 40.875  41.000 41.125  41.250 41.375  41.500 41.625  41.750 41.875  

28 42.000 42.125  42.250 42.375  42.500 42.625  42.750 42.875  43.000 43.125  43.250 43.375  

29 43.500 43.625  43.750 43.875  44.000 44.125  44.250 44.375  44.500 44.625  44.750 44.875  

30 45.000 45.383  45.767 46.150  46.533 46.917  47.300 47.683  48.066 48.450  48.833 49.216  

31 49.600 49.733  49.867 50.000  50.133 50.267  50.400 50.533  50.666 50.800  50.933 51.066  

32 51.200 51.333  51.467 51.600  51.733 51.867  52.000 52.133  52.266 52.400  52.533 52.666  

33 52.800 52.933  53.067 53.200  53.333 53.467  53.600 53.733  53.866 54.000  54.133 54.266  

34 54.400 54.433  54.667 54.800  54.933 55.067  55.200 55.333  55.466 55.600  55.733 55.866  

35 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

36 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

37 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

38 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

39 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

40 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

41 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

42 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

43 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

44 56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  56.000 56.000  

45 56.000                       

注…年・月とは、協会に就職（就任）してからの継続勤務年数をいう。 


